
算定項目
ユニット型
個室
夜勤職員配置加算Ⅳ

２．加算① 日常生活継続支援加算

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

３．加算② 介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

利用者負担段階
第１段階
利用者負担段階

４．食費に係る自己 第２段階
　　負担額（保険外） 利用者負担段階

第３段階①
利用者負担段階
第３段階②
上記以外
の方
利用者負担段階
第１段階
利用者負担段階

５．居住費に係る自己 第２段階
　　負担額（保険外） 利用者負担段階

第３段階①
利用者負担段階
第３段階②
上記以外
の方
利用者負担段階
第１段階
利用者負担段階

６．自己負担合計 第２段階
　　（１+２+３+４） 利用者負担段階

第３段階①
利用者負担段階
第３段階②
上記以外
の方

※　介護職員処遇改善加算は、1の基本料金＋2の加算①の合計に8.3％を乗じた額です。

※　介護職員等特定処遇改善加算は、1の基本料金＋2の加算①の合計に2.7％を乗じた額です。

※　介護職員等ベースアップ等支援加算は、1の基本料金＋2の加算①の合計に1.6％を乗じた額です。

（第１段階とは）

（第２段階とは）

（第３段階①とは）

（第３段階②とは）

利用者負担段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

１．基本サービス費 661 730 803 874 942

サービス利用料金表（特別養護老人ホームやしろだ苑）

令和４年１０月１日現在

入所者のｻｰﾋﾞｽ費（単位数に1.014を乗じた1～3割がご利用者負担となります。）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

61

46

12

23

※上記他、状況に応じて加算が変更になる場合があります。

小計 803 872 945 1,016

13 14 15 16 17

1,084

67 72 78 84 90

22 24 26 27 29

300 円

390 円

650 円

小計（単位数×10.14円の1割） 918 996 1,079 1,159 1,237

820 円

1,310 円

1,310 円

1,360 円

1,445 円

820 円

2,006 円

2,038 円 2,116 円 2,199 円 2,279 円 2,357 円

円

2,878 円 2,956 円 3,039 円 3,119 円 3,197 円

2,128 円 2,206 円 2,289 円 2,369 円 2,447

円

※　自己負担額は月単位で単位を集計し、地域区分7級地に該当しており、1.014を乗じ、加算②の％が計算
　　　されます。実際の請求額とは異なりますので、参考金額としてご確認願います。

　※　利用者負担額について

１．世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。

3,907 円

4,369 円 4,447 円 4,530 円 4,610 円

3,588 円 3,666 円 3,749 円 3,829 円

4,688

１．世帯全員が市町村民税非課税で預貯金額等が一定額以下であって、合計収入額が年間120万円超

　　の方。
　※　預貯金等が以下の額を超える場合は軽減の対象外となり，食費1,445円，居住費2,006円となります。

配偶者がいない場合 配偶者（内縁を含む）がいる場合

650万円 夫婦合計で1,650万円

２．生活保護の方

１．世帯全員が市町村民税非課税で預貯金額等が一定額以下であって、合計収入額が年間80万円以下の方。

　　世帯が別でも配偶者が課税されている場合は対象にはなりません。

１．世帯全員が市町村民税非課税で預貯金額等が一定額以下であって、合計収入額が年間80万円超

　　120万円以下の方。

550万円 夫婦合計で1,550万円

500万円 夫婦合計で1,500万円



　　　　は表の「上記以外の方」の料金となります。

　※　入所につきましては原則、要介護度３以上の方となります。要介護１、２の方に関しましては

　　　　特例入所要件を満たしている方が対象となります。

　※　その他　実費で医療費、薬代、電気代、理髪代、日用品費がかかる場合があります。

　　加算料金(1単位＝１.０１４を乗じた後、１～３割がご利用者の負担となります。　）

　　現在下記の加算を算定しております。

　※　食費、居住費の減免についての該当、非該当は新潟市への申請により確定します。

　※　上記以外の方（本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方も

　　　（やしろだ苑２９人定員では５名以上）である場合に算定されます。

　　※なお、（２）を算定する場合は、（１）は算定されません。

（２）看護体制加算［Ⅰ］（１２単位）

　　※　常勤の看護師を１名以上配置している場合に算定されます。

（３）看護体制加算［Ⅱ］（２３単位）

　　※　最低基準を１人以上上回る看護職員を配置した場合に算定されます。

（１）日常生活継続支援加算（４６単位）

　　　　①要介護度４及び５の新規の入所者数が７０％以上であること。

　　　　②認知症で日常生活が困難な新規の入所者数が６５％以上であること。

　　　　③たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が１５％以上であること。

　　※上記①②③のいずれかに該当し、さらに介護福祉士の数が入所者６人に対し１名以上

（６）介護職員等特定処遇改善加算

　　※　介護職員の人材確保のため、介護職員の処遇改善を進めるための加算です。

　　　　介護職員処遇改善加算とは別に（基本料金＋各種加算）×2.7％が算定されます。

（11）療養食加算（1食6単位）が算定される場合があります。

　　※　医師の指示（食事箋）に基づく心臓病食、腎臓病食、糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に

（７）介護職員等ベースアップ等支援加算

　　※　政府の経済政策を受けて創設される加算です。

　　　　介護職員等ベースアップ等支援加算とは別に（基本料金＋各種加算）×1.6％が算定されます。

（４）夜勤職員配置加算[Ⅳ]（６１単位）

  　※　夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を１人以上上回るとともに夜勤時間帯を通じ看護職員

　　　　 又は喀痰吸引等業務の登録（社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第１項に規定する登録を

　　　　 いう）を受けた介護福祉士のいずれかを１名以上配置している場合に算定されます。

（５）介護職員処遇改善加算

　　※　介護職員の賃金の改善等を実施している事業所で都道府県知事に届出を行い入所者

（８）科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（1ケ月50単位）

　　※　外部の研修を受けた担当者を置いて安全対策に組織的に取り組む体制を整備している場合に算定されます。

（９）安全対策体制加算（新規入所初日20単位）

　　※　外部の研修を受けた担当者を置いて安全対策に組織的に取り組む体制を整備している場合に算定されます。

　　　　にサービスを行った場合に(基本料金＋各種加算)×  8.3 ％が算定されます。

　　[Ⅳ]　死亡日（１２８０単位）

　　※　医師が終末期にあると判断した方について、医師、看護師、介護職員が共同して

　　　　本人または家族等の合意を得ながら看取り介護を行った場合に算定されます。

　　※　外泊や入院された場合で施設に在所していない日があっても、外泊又は入院の翌日

　　　　から６日間は（月をまたいで連続した場合は最長１２日間）算定されます。

（13）看取り介護加算が算定される場合があります。

　　[Ⅰ]　死亡日以前３１日以上４５日以下（７２単位）

　　[Ⅱ]　死亡日以前４日以上３０日以下（１４４単位）

　　[Ⅲ]　死亡日の前日及び前々日（６８０単位）

　　　　算定されます。

（10）初期加算（３０単位）が入所から３０日間算定されます。

　　※　入所日から30日間、または１ケ月を越える入院後の再入院の際も30日間算定されます。

（12）外泊時費用（２４６単位）が算定される場合があります。


